
○笠岡市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱

令和２年３月２７日

訓令第３号

（趣旨）

第１条 この要綱は，建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法

律第５３号。以下「法」という。）の規定により，笠岡市長（以下「市長」という。）

が行う建築物エネルギー消費性能適合性判定（以下「適合性判定」という。）の審査等

に関し，法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則（平成２８

年国土交通省令第５号。以下「省令」という。）に定めもののほか，必要な事項を定め

るものとする。

（用語の定義）

第２条 この要綱における用語の定義は，法，省令，建築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号）及び建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号）で使用する用語の例による。

（軽微な変更の証明に関する事項）

第３条 省令第１３条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を

受けようとする者は，軽微変更該当証明申請書（様式第１号）の正本及び副本を市長に

提出しなければならない。

２ 前項の申請に添付する図書は，省令第４条第１項の規定を準用する。

３ 市長は，第１項の規定による申請に対し，軽微な変更に該当していることを証する書

面を交付するときは，軽微変更該当証明書（様式第２号）に当該申請書の副本及び添付

図書を添えて当該申請者に交付するものとする。

４ 軽微変更該当証明書の交付を受ける前に申請を取り下げようとする者は，軽微変更該

当証明申請取下げ届（様式第３号）を市長に提出しなければならない。

（取下げ届）

第４条 適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受ける前に建築物エネルギー消費性

能確保計画の提出又は通知を取り下げようとする者は，建築物エネルギー消費性能確保

計画取下げ届（様式第４号）１部を市長に提出しなければならない。

（確認申請書等に添付する書類）

第５条 建築基準法第６条第１項の規定による確認の申請又は同法第１８条第２項の規定

による計画の通知（以下，「確認申請等」という。）をしようとする特定建築行為を行

う建築物の建築主は，当該特定建築行為が省令第２条第１項第２号又は第３号に規定す

る特定建築工事であり，確認申請等を行う際に建築基準法施行規則（昭和２５年建設省



令第４０号）第１条の３に規定する施行規則第２条第１項第２号又は第３号の規定に適

合することの確認に必要な図書の添付ができない場合は，宣言書（様式第４号の２）を

笠岡市建築主事等に提出しなければならない。

（完了検査申請書に添付する書類）

第６条 建築基準法第７条第１項若しくは第７条の２第１項の規定による検査の申請又は

同法第１８条第１６項の規定による通知（以下「完了検査申請等」という。）をしよう

とする特定建築行為に係る建築物の建築主は，完了検査申請等に係る建築物の建築物エ

ネルギー消費性能確保計画に省令第３条に該当する軽微な変更があった場合は，建築基

準法施行細則第４条第１項第５号及び第６号に規定する書類の一部として，次の各号に

掲げる変更の場合に応じ，それぞれ当該各号に定める図書を笠岡市建築主事等に提出し

なければならない。

(1) 建築物のエネルギー消費性能を向上させる又は当該性能に影響を及ぼさない変更の

場合 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書（様式第５号，様

式第６号）及び当該変更内容を説明する図書

(2) 一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について，一定の範囲内でエネルギ

ー消費性能を低下させる変更の場合 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微

な変更説明書（様式第５号，様式第６号）及び当該変更内容を説明する図書

(3) 建築物のエネルギー消費性能に係る計算により，建築物エネルギー消費性能基準に

適合することが明らかな変更（建築物エネルギー消費性能確保計画の根本的な変更を

除く。）の場合 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書（様式

第５号，様式第６号），軽微変更該当証明書（様式第２号）又はその写し及び当該証

明に要した図書の写し

(4) 建築物のエネルギー消費性能に係る仕様基準又は誘導仕様基準により，建築物エネ

ルギー消費性能基準に適合にすることが明らかな変更（仕様基準から誘導仕様基準へ

の変更等含め，仕様基準等で定める基準内のものに限る。）の場合 建築物エネルギ

ー消費性能基準への適合に係る軽微な変更説明書（様式第７号），軽微変更該当証明

書（様式第２号）又はその写し及び当該証明に要した図書の写し

２ 完了検査申請等をしようとする特定建築物の建築主は，建築物エネルギー消費性能基

準に係る工事監理の状況を記載した省エネ基準工事監理報告書（様式第８号の１，様式

第８号の２，様式第８号の３，様式第８号の４，様式第８号の５）を笠岡市建築主事等

に提出しなければならない。

（基準適合命令等）



第７条 法第１３条第１項の規定による命令は，基準適合命令書（様式第９号）により行

うものとする。

２ 法第１３条第２項の規定による要請は，基準適合要請書（様式第１０号）により行う

ものとする。

（報告の徴収）

第８条 特定建築行為をしようとする建築主等は，法第１５条第１項の規定により市長か

ら報告を求められたときは，特定建築物の省エネ基準適合状況報告書（様式第１１号）

１部を市長に提出しなければならない。

（適合性判定手数料の免除）

第９条 市長が法第１２条第２項及び第３項の規定による適合性判定を市長に求める場合

は，笠岡市建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例（平成２８年

笠岡市条例第２４号）第５条の規定により，手数料を徴収しない。

２ 市長が省令第１３条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付

を市長に求める場合は，笠岡市手数料条例（平成１２年笠岡市条例第４号）第５条の規

定により手数料を徴収しない。

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。

附 則

この要綱は，令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和３年３月２６日訓令第６号）

（施行期日）

１ この要綱は，令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行の際，現にあるこの要綱による改正前の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている書類は，この要綱による改正後の様式によるものとみ

なす。

３ この要綱の施行の際，現にある旧様式による用紙については，当分の間，これを取り

繕って使用することができる。

附 則（令和４年９月２０日訓令第５号）

この要綱は，令和４年１０月１日から施行する。

附 則（令和５年３月１３日訓令第２号）

この要綱は，公布の日から施行する。

附 則（令和７年５月２８日訓令第２０号）



この要綱は，公布の日から施行し，令和７年４月１日から適用する。
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様式第１号（第３条関係）

様式第２号（第３条関係）

様式第３号（第３条関係）

様式第４号（第４条関係）

様式第４号の２（第５条関係）

様式第５号（第６条関係）

様式第６号（第６条関係）

様式第７号（第６条関係）

様式第８号の１（第６条関係）

様式第８号の２（第６条関係）

様式第８号の３（第６条関係）

様式第８号の４（第６条関係）

様式第８号の５（第６条関係）

様式第９号（第７条関係）

様式第１０号（第７条関係）

様式第１１号（第８条関係）


